
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
号
）

一

本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

知
事
以
外
の
執
行
機
関
に
本
人
確
認
情
報
を
提
供
す
る
事
務
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
号
）

一

個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
及
び
当
該
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
利
用
す
る

特
定
個
人
情
報
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
号
）

一

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
公
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
号
）

一

公
舎
の
貸
付
料
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
号
）

一

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
（
規
則
第
八
号
）

一

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う

所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
九
号
）

一

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
希
少
野
生
生
物
の
保
護
及
び
継
承
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規

則
第
十
号
）

一

ガ
ス
事
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
一
号
）

一

医
療
法
施
行
令
及
び
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。



二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十

二
号
）

一

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を

行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
三
号

）一

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
の
返
還
の
債
務
の
免
除
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十

九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
四
号
）

一

ガ
ス
事
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
林
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
五
号
）

一

認
定
事
業
者
が
認
定
事
業
計
画
に
従
っ
て
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
を
整
備
す
る
の
に
必
要
な
貸

付
金
の
償
還
期
間
及
び
据
置
期
間
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
六
号
）

一

分
収
林
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
七

号
）

一

施
設
又
は
機
械
器
具
の
利
用
の
許
可
の
申
請
及
び
試
験
、
分
析
又
は
成
績
書
の
再
交
付
の
依
頼
に

つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

二

機
械
器
具
の
利
用
に
係
る
使
用
料
並
び
に
試
験
及
び
分
析
の
依
頼
に
係
る
手
数
料
の
額
を
改
め
る

こ
と
と
し
た
。

三

施
設
又
は
機
械
器
具
の
利
用
に
係
る
使
用
料
及
び
試
験
、
分
析
又
は
成
績
書
の
再
交
付
の
依
頼
に

係
る
手
数
料
の
納
付
時
期
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

施
設
及
び
機
械
器
具
に
係
る
利
用
許
可
申
請
書
等
の
様
式
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

五

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

六

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
営
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
八
号
）

一

知
事
が
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の

規
定
に
基
づ
く
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
添
付
書
類
の
省
略

に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



●

徳
島
県
治
水
及
び
利
水
等
流
域
に
お
け
る
水
管
理
条
例
施
行
規
則
（
規
則
第
十
九
号
）

一

流
域
水
管
理
計
画
を
定
め
る
流
域
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
雨
水
貯
留
浸
透
施

設
等
の
設
置
等
に
努
め
る
も
の
と
さ
れ
る
行
為
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

河
川
等
出
水
警
戒
区
域
に
お
け
る
建
築
物
の
建
築
の
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と

し
た
。

四

利
水
サ
ポ
ー
ト
団
体
の
認
定
の
申
請
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

五

事
前
渇
水
行
動
計
画
の
対
象
と
す
る
ダ
ム
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

六

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

七

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
号
）

一

徳
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
一
号
）

一

公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
奨
学
金
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


